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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【公開番号】特開2019-69002(P2019-69002A)
【公開日】令和1年5月9日(2019.5.9)
【年通号数】公開・登録公報2019-017
【出願番号】特願2017-196668(P2017-196668)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３３４　
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２６Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月16日(2019.7.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を実行可能な遊技機であって、
　遊技の進行を制御する遊技制御手段と、
　前記遊技制御手段から出力される情報にもとづいて演出の実行を制御する演出制御手段
と、を備え、
　前記遊技制御手段は、遊技機へ電力が供給されてから所定期間が経過した後に所定情報
を出力する情報出力手段を含み、
　前記演出制御手段は、
　　前記遊技制御手段から出力された情報を解析することが不可能な特定期間にて特定処
理を実行可能な特定処理実行手段と、
　　遊技機へ電力が供給されてから前記特定期間が経過した後に前記所定情報を入力可能
な情報入力手段と、を含み、
　前記遊技制御手段は、
　　前記所定期間において、少なくとも第１処理と第２処理とを実行可能であり、
　　前記第２処理を実行する前に特殊処理を実行可能であり、
　　遊技機へ供給される電力が所定の電圧値に低下してから特別期間が経過する前に該電
力が前記所定の電圧値よりも高い電圧値に復旧する瞬停状態からの電力復旧がなされたと
きは、前記第１処理を実行せず、少なくとも前記特定期間が経過するまで前記第２処理を
実行する、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（手段Ａ）本発明による遊技機は、遊技を実行可能な遊技機であって、遊技の進行を制
御する遊技制御手段と、遊技制御手段から出力される情報にもとづいて演出の実行を制御
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する演出制御手段と、を備え、遊技制御手段は、遊技機へ電力が供給されてから所定期間
が経過した後に所定情報を出力する情報出力手段を含み、演出制御手段は、遊技制御手段
から出力された情報を解析することが不可能な特定期間にて特定処理を実行可能な特定処
理実行手段と、遊技機へ電力が供給されてから特定期間が経過した後に所定情報を入力可
能な情報入力手段と、を含み、遊技制御手段は、所定期間において、少なくとも第１処理
と第２処理とを実行可能であり、第２処理を実行する前に特殊処理を実行可能であり、遊
技機へ供給される電力が所定の電圧値に低下してから特別期間が経過する前に該電力が所
定の電圧値よりも高い電圧値に復旧する瞬停状態からの電力復旧がなされたときは、第１
処理を実行せず、少なくとも特定期間が経過するまで第２処理を実行する、
　ことを特徴とする。
　（手段１）また、他の遊技機として、遊技を実行可能な遊技機であって、遊技の進行を
制御する遊技制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００）と、遊技制御
手段から出力される情報にもとづいて演出の実行を制御する演出制御手段（例えば、演出
制御用マイクロコンピュータ９２ＩＷ１００）とを備え、遊技制御手段は、遊技機へ電力
が供給されてから所定期間が経過した後に所定情報（例えば、電断からの復旧を指示する
演出制御コマンド、初期化を指示する演出制御コマンド）を出力する情報出力手段（例え
ば、遊技制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ７，Ｓ９を実行する部分
）を含み、演出制御手段は、遊技制御手段から出力された情報を解析することが不可能な
特定期間（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ９２ＩＷ１００におけるタイマ割込
処理を実行不可能な期間）にて特定処理（例えば、初期化処理）を実行可能な特定処理実
行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ９２ＩＷ１００におけるステップＳ７
１を実行する部分）と、遊技機へ電力が供給されてから特定期間が経過した後に所定情報
を入力可能な情報入力手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ９２ＩＷ１００に
おける受け渡し用バッファ転送処理（図２０－１０）および解析用バッファ転送処理（ス
テップ９２ＩＷＳ７１１）を実行する部分）とを含み、所定期間において、少なくとも第
１処理（例えば、ハードウェア的な待機処理）と第２処理（例えば、ソフトウェア的な待
機処理（ＣＰＵ１０３によるステップ９２ＩＷＳ００９～９２ＩＷＳ０１２に示す処理）
）とを実行可能であり、遊技機へ供給される電力が所定の電圧値に低下してから特別期間
が経過する前に該電力が所定の電圧値よりも高い電圧値に復旧する瞬停状態からの電力復
旧がなされたときには、第１処理を実行せず（例えば、瞬停状態からの電力復旧時にはハ
ードウェア的な待機処理は行われない）、少なくとも特定期間が経過するまで第２処理を
実行する（例えば、ＣＰＵ１０３がステップ９２ＩＷＳ００９～９２ＩＷＳ０１２を実行
することにより、演出制御用マイクロコンピュータ９２ＩＷ１００による初期化処理が終
了するまでソフトウェア的な待機処理を実行する（図２０－３参照））、
　ことを特徴としてもよい。
　そのような構成によれば、瞬停状態からの電力復旧が発生したときにも所定期間が経過
するまで所定情報を出力しないため、演出制御手段が所定情報を取りこぼすことを防止す
ることができる。
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